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《外部環境の変化》

《内部環境の変化》

● ⼾⽥市上下⽔道事業を取り巻く環境の変化について

【ビジョン】
【経営戦略】

等
に基づいた
効 率 的 な
事 業 経 営

① 給⽔/⽔洗化人口 ➡ 給水人口等がピークを迎える令和22年(2040年)の推計人口：144,899人※
の減少 以降の人口減少に備え、持続可能な事業運営を実現するため、上下水道事

業における、より一層の経営効率化が必要。※第3期⼾⽥市まち・ひと・しごと創生総合戦略
② 施設効率性の低下 ➡ 現在、給水人口等の増加にも関わらず、すでに総給水量及び排水量は減少

傾向を示しており、将来的な給水人口等の減少を考慮した場合、加速度的
な総給⽔量等の減少が生じることを見据え、浄水場や送水管の更新をはじ
め、今後における給排水規模を踏まえた合理的な施設の再編・整備が必要。

③ 受⽔費/維持管理 ➡ 県企業局から購入する県水に係る受水費、下水道局へ納付する維持管理負
負担金の引き上げ 担金は、これまで大幅な改定が見送られてきたが、今後は、定期的な単価

基準の改定(引き上げ)に伴う経常費用の増加を前提とした事業経営が必要。

① 施設の老朽化 ➡ 優先度の高い施設・設備から、順次、計画的な更新を進めることが必要。
② 資金の確保 ➡ 今後の施設更新を踏まえた適正な起債依存度を維持するための資金計画、

これまでの低廉な上下水道料金の恩恵を受けてきた世代と将来世代におけ
る負担感の公平性を図るための財源の確保、並びに施設更新需要及び給排
水収益の推計を踏まえた定期的な上下⽔道料金の見直し(引き上げ)が必要。

③ 職員数の減少 ➡ 計画的な人材確保、技術継承を図りつつ、業務に係る直営及び⺠間委託
の選別など、組織全体における継続性の維持を考慮した取り組みが必要。

詳 細 な
推 計 値

《将来予測》
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●経営
戦略

【 経 営 戦 略 】
(中⻑期的な経営基本計画)

《投資・財政計画》
[ 均 衡 ]

投資試算 財源試算
↑

投資以外の経費
↑

[反↑映]
↑

《効率化・経営健全化の取組方針》

・組織、人材、定員,給与に関する事項
・広域化、⺠間資⾦活⽤等に関する事項
・その他の経営基盤強化の取組 等

【資本的収入】 【資本的支出】

[事業計画等]← [アセットM]
↓ [ストックM]
↓ ↓

国県補助金 ←←← 建設改良費
企業債収入 流域下⽔道建設負担金

↓ ［財源の設定]
↓ ↓→
↓→→→→→→ 元金償還(将来分) →

→→→→→→→→→→→→→→→→→

[決算・統計]
↓

その他収入 元金償還(既存分)
↑

繰入金 [償還表(既存分)]→→→
↑

←←←←←←←← [繰入金推計] →→→

《補填財源》←←←←←←←←←←←←←←←

【収益的収入】 【収益的支出】

[人口・⽔量推計] [決算・統計] [工事委託等予定]
↓ ↓ ↓

料金収入 ↓→ 営業費用
↓ 営業外費用

その他収入 ←←

→→→→→→→→→→→ 減価償却費(将来分)→
→⻑期前受金(将来分) →→→→→→→→→→→
→→→→→→→→→→→ 支払利子(将来分) ↓

↓
⻑期前受金(既存分)−−減価償却費(既存分)→

↑ ↑ ↓
←←←←←← [固定資産台帳] ↓

↓
→→→→→→→→→→→ 支払利子(既存分) ↓

←←←←←←←
→繰入金 ↓

↓
←←←←←←←←←←《内部留保資金》

現在、上下⽔道ビジョン策定に併せ、次期⼾⽥市上下⽔道事業経営戦略(令和8年度〜令和17年度)を策定中。経営戦略は、
公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中⻑期的(10年以上)な基本計画であり、その中心となる
投資・財政計画は、投資試算(施設・設備投資の見通し)等の支出と財源試算(財源の見通し)を均衡させた収支計画となる。
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●行政区域内
人口推計

行政区域内人口推計は、現在策定中の第３期「⼾⽥市まち・ひと・しごと総合戦略」人口ベース推計数値を基礎数値に採用。
令和３年策定の第２期同戦略、令和５年公表の国立社会保障・人口問題研究所推計人口と比較し、人口増加が大きく減少。

R07(2025) R12(2030) R17(2035) R22(2040) R27(2045) R32(2050) R37(2055) R42(2060) R47(2065)
人口推計 141,903 143,714 144,782 144,899 143,538 141,125 137,871 133,583 128,469

3期まち創 141,903 143,714 144,782 144,899 143,538 141,125 137,871 133,583 128,469

2期まち創 146,000 149,000 151,000 151,000 150,000 148,000 145,000 141,000

R5社人研 145,357 148,217 150,241 151,284 151,415 150,760

100,000人

105,000人

110,000人

115,000人

120,000人

125,000人

130,000人

135,000人

140,000人

145,000人

150,000人

※３期まち創：第３期⼾⽥市まち・ひと・しごと総合戦略人口ベース推計(案)数値 ※２期まち創：第２期 〃 人口ベース推計数値 ※社人研：令和５年都道府県・市区町村別の男女･年齢(5歳)階級別将来推計人口

〜〜〜〜〜

▲6,000人

−
−−−
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●給⽔人口/
⽔洗化人口

⽔道における給⽔人口(行政区域内人口×⽔道普及率(100%))は、令和22年まで緩やかに上昇するが14万4,899人をピークに減
少。下⽔道における⽔洗化人口(給⽔人口×下⽔道普及率(95.8%)×⽔洗化率(98.6%))は、同じく13万6,870人をピークに減少。

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

給水人口 142.3 142.6 143.0 143.4 143.7 143.9 144.1 144.4 144.6 144.8 144.8 144.8 144.9 144.9 144.9 144.6 144.4 144.1 143.8 143.5 143.1 142.6

水洗化人口 134.4 134.7 135.1 135.4 135.8 136.0 136.2 136.4 136.6 136.8 136.8 136.8 136.8 136.8 136.9 136.6 136.4 136.1 135.8 135.6 135.1 134.7

130千人

132千人

134千人

136千人

138千人

140千人

142千人

144千人

146千人

〜〜〜〜

上下水道ビジョン、経営戦略の計画期間(10年)
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
'23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '34

％程度 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
％程度 0.7 0.4 1.2 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
％程度 4.9 2.9 2.7 1.4 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7

兆円程度 595.2 612.7 629.3 638.4 644.4 650.1 655.6 660.8 665.9 670.9 675.5 680.0
％程度 1.1 0.9 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
％程度 1.4 2.8 2.8 1.7 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
％程度 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
％程度 3.0 2.5 2.0 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
％程度 4.2 2.5 1.5 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
％程度 0.6 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

GDPデフレーター変化率
名⽬⻑期金利

1人当たり実質GDP成⻑率
賃金上昇率
完全失業率
消費者物価上昇率

                           年 度
 項 ⽬ ［単位］

名⽬GDP成⻑率

潜在成⻑率
実質GDP成⻑率

名⽬GDP

１ 上下⽔道事業経営を取り巻く環境の変化⑤
●物価上昇

／金利
内閣府公表の今後１０年間程度の経済財政の展望を提示する「中⻑期の経済財政に関する試算(R7.1.17・過去投影ケース)」

に基づき賃金上昇率及び物価上昇率を試算。企業債借入に係る金利は、直近の財政融資資金、金融機関債の貸出利率を参照。

【金 利】※新規分として対象物の耐用年数に応じて償還期間及び据置期間を設定 ※元利均等返済
《償還期間》 建物・構築物：３０年 、 機械：１５年 、 電気：２０年
《据置期間》 １５年債以内：１年 、 ２０年債以上：５年
《利 率》 １５年債：１.８％ 、２０年債：２.１％ 、３０年債：２.４％

【起債割合】
浄⽔場：100%
管路等：実 績

[水 道：8.3%]
[下水道：50%]



R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

有収水量 14869 14848 14731 14706 14680 14699 14629 14604 14579 14597 14528 14503 14478 14482 14428 14403 14378 14368 14329 14304 14279 14262

有収率 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3%
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14,000千㎥

14,100千㎥

14,200千㎥

14,300千㎥

14,400千㎥

14,500千㎥

14,600千㎥

14,700千㎥

14,800千㎥

14,900千㎥

15,000千㎥
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※1総給⽔量のうち料金徴収対象の⽔量。対象外は漏⽔、管洗浄用、消火栓用、メータ不感量等。 ※2 料金徴収対象⽔量の割合。過去5年度(R2-6年)の平均値(93.3％)算定。

●有収
⽔量※1

給⽔人口の増加にも関わらず、節⽔機器の普及、世帯構成の変化、大口使用者(食品[乳製品])の移転等に伴う使用⽔量減少の影響から
減少傾向となり、給⽔人口の増加が停滞する令和17年以降は減少傾向が拡大。使用⽔量は家庭・工場等の使用実績に基づき算定。

（単位：千㎥）

〜〜〜〜〜

大口使用者移転
令和8年から
令和29年の

減少率：4.1%

２ ⽔道事業における収益的収支の推計①



R08
('26)

R09
('27)

R10
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R11
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給水収益 2,550 2,536 2,508 2,510 2,513 2,521 2,515 2,516 2,517 2,526 2,517 2,516 2,515 2,521 2,512 2,507 2,501 2,503 2,490 2,485 2,476 2,474

2,300百万円

2,350百万円

2,400百万円

2,450百万円

2,500百万円

2,550百万円

２ ⽔道事業における収益的収支の推計②

8令和７年１２月１６日 令和７年度 第２回 ⼾⽥市上下⽔道事業経営審議会資料

●給⽔収益
[⽔道料金収入]

（消費税抜）

〜〜〜〜〜

2人世帯(23,460円＝@1,955円
×12ヶ月)の1,154世帯分相当

大口使用者(食品[乳製品])移転に伴う減少、人口増に伴う増加（給⽔⼾数増＝基本料金増）を経て、人口増の停滞、工場の減少
から、閏年の令和17年を移転後ピークに減少傾向。大口使用者の収入減額は令和5年度実績(2,706万6,880円)に基づき算定。

大口使用者移転
R8：R29
▲3.0%
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経常費用として、人件費・委託料は中⻑期の経済財政に関する試算、受⽔費は県企業局の令和7年度改定率・算定
期間、減価償却費は資産台帳、支払利息は令和7年度金利に基づき試算。その他は除却資産等による増減を試算。

●営業費用
営業外費用

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

その他 259 248 251 296 279 213 218 357 322 324 219 222 222 333 239 226 228 242 231 232 216 216

支払利息 57 82 106 134 162 178 236 290 330 348 364 379 392 403 431 457 484 508 530 553 538 516

減価償却費 771 835 921 988 1,043 1,077 1,124 1,251 1,362 1,444 1,484 1,533 1,568 1,585 1,578 1,556 1,560 1,621 1,629 1,644 1,650 1,690

受水費 953 952 950 942 1,137 1,139 1,133 1,131 1,129 1,368 1,362 1,359 1,357 1,357 1,636 1,633 1,630 1,629 1,625 1,962 1,959 1,956

委託料 551 553 555 557 589 580 582 584 586 614 607 609 611 613 641 634 637 639 641 669 663 666

人件費 178 180 182 184 186 187 189 191 193 194 196 198 200 201 203 205 207 209 211 213 214 216

合計 2,769 2,850 2,965 3,101 3,396 3,374 3,483 3,804 3,922 4,293 4,232 4,300 4,350 4,492 4,728 4,712 4,746 4,847 4,866 5,273 5,241 5,261

0百万円

1,000百万円

2,000百万円

3,000百万円

4,000百万円

5,000百万円 費用のうち最大額を占める県⽔の
受⽔費は5年毎に約20%増額を想定

（消費税抜）

給⽔
収益
ﾋ゚ ｸー
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R18
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R22
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R23
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R24
('42)

R25
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給水収益 2,550 2,536 2,508 2,510 2,513 2,521 2,515 2,516 2,517 2,526 2,517 2,516 2,515 2,521 2,512 2,507 2,501 2,503 2,490 2,485 2,476 2,474

給水費用 2,682 2,765 2,881 3,017 3,312 3,290 3,398 3,719 3,838 4,208 4,147 4,214 4,264 4,406 4,642 4,628 4,661 4,761 4,782 5,187 5,153 5,171

料金回収率 95.09 91.70 87.03 83.21 75.89 76.64 74.02 67.65 65.59 60.02 60.70 59.71 58.98 57.21 54.12 54.16 53.66 52.57 52.07 47.90 48.05 47.85

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

0百万円

1,000百万円

2,000百万円

3,000百万円

4,000百万円

5,000百万円

２ ⽔道事業における収益的収支の推計④
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供給単価(売値)と給⽔原価(仕入値)の関係で100%を下回まわる場合、給⽔に係る費用を給⽔収益以外で賄う赤字経営と
なる。委託料や人件費の上昇に伴い令和８年度以降は100%を下回り、以後、県⽔受⽔費増や収益減に伴い赤字が拡大。

●料金
回収率

（消費税抜）

R7料金改定
算定期間(3年)
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（消費税抜）
●経常

損益
経常収益(給⽔収益、一般会計繰入金等)と経常費用(維持管理費、支払利息等)との差額。経常損益(経常収益−経常費用)が
⿊字であることが必要。令和7年度料金改定により一定の⿊字を確保するが、経常費用増に伴い令和11年から赤字に転落。

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

経常収益 3,072 3,057 3,020 3,025 3,030 3,040 3,037 3,039 3,042 3,052 3,046 3,047 3,049 3,056 3,050 3,044 3,041 3,046 3,034 3,032 3,027 3,029

経常費用 2,769 2,850 2,965 3,101 3,396 3,374 3,483 3,804 3,922 4,293 4,232 4,300 4,350 4,492 4,728 4,712 4,746 4,847 4,866 5,273 5,241 5,261

経常損益 303 207 56 -75 -366 -334 -446 -765 -881 -1240 -1186 -1252 -1302 -1436 -1678 -1668 -1705 -1801 -1833 -2241 -2214 -2232

-2,400百万円

-1,600百万円

-800百万円

0百万円

800百万円

1,600百万円

2,400百万円

3,200百万円

4,000百万円

4,800百万円

収益的収支が
赤字決算
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浄⽔場は東部・中部浄⽔場[R8〜13]及び⻄部浄⽔場[R12〜28]の更新計画、工事は、アセットマネジメント[R8〜40]及び管路更新
計画[R8〜40]等に基づき数値を試算。委託料、その他(人件費・量⽔器購入費・新曽南庁舎管理費)は、現行費用等に基づき試算。

●建設
改良費

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

その他 85 86 84 88 90 113 111 89 91 89 93 94 118 115 94 95 93 98 99 122 120 98

工事(他)/委託 354 352 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

工事(管路) 442 487 543 453 448 847 919 877 918 1,089 1,144 984 1,051 475 542 411 411 294 294 294 294 294

工事(AM) 471 419 89 43 23 30 0 0 1 82 213 40 79 265 105 28 893 0 2 502 615 387

浄水場 988 1,374 1,272 1,318 1,238 686 2,752 2,567 2,066 908 908 908 908 908 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 307 0

合計 2,340 2,718 2,338 2,252 2,149 2,026 4,132 3,883 3,426 2,518 2,708 2,376 2,506 2,113 2,854 2,647 3,510 2,505 2,508 3,031 1,686 1,129

0百万円

500百万円

1,000百万円

1,500百万円

2,000百万円

2,500百万円

3,000百万円

3,500百万円

4,000百万円

東部・中部浄⽔場更新計画

⻄部浄⽔場更新計画 東部・中部浄⽔場： ５３億円【浄⽔場更新計画事業費】
⻄ 部 浄 ⽔ 場：２４４億円 合計：２９７億円

（消費税込）

[57,355]

※起債割合は浄水場更新
事業：全額、その他事
業：過年度実績で算定



R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

元金償還金 3.3 3.1 2.6 2.4 2.2 2.0 2.4 2.9 3.7 4.6 5.3 5.7 6.9 8.0 9.0 9.3 9.8 10.1 10.5 11.0 11.7 11.8

支払利子 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.4 2.9 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.4 5.2

企業債借入額 10.9 14.8 13.5 13.9 13.1 7.9 28.6 26.7 21.7 10.3 10.5 10.2 10.3 10.0 18.5 18.3 19.0 18.2 18.2 18.6 4.1 0.9

企業債残高 37.4 49.1 60.1 71.6 82.5 88.4 114.6 138.4 156.4 162.2 167.3 171.9 175.4 177.4 186.8 195.8 205.0 213.1 220.8 228.4 218.5 208.2

0億円
20億円
40億円
60億円
80億円
100億円
120億円
140億円
160億円
180億円
200億円
220億円
240億円
260億円
280億円
300億円

0億円

5億円

10億円

15億円

20億円

25億円

30億円

３ ⽔道事業における資本的収支の推計②
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浄⽔場更新等に係る起債に伴い元金償還金及び支払利子ともに⻑期的に増加(据置期間により一時的に減少)。令和27年
までは浄⽔場更新等に係る企業債借入額が元金償還金を上回り、企業債残高は増加。企業債借入額の累計は、３１８億円。

●企業債
償還

東部・中部浄⽔場更新計画

⻄部浄⽔場更新計画
【建設改良積立金残高】
令和7年度末見込：11億円

（消費税抜）

本来は、
自己資金
(積立金)
補助金
企業債
を財源

[企業債残高]



R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

企業債残高 37.4 49.1 60.1 71.6 82.5 88.4 114.6 138.4 156.4 162.2 167.3 171.9 175.4 177.4 186.8 195.8 205.0 213.1 220.8 228.4 218.5 208.2

残高収益比率 146.8 193.7 239.7 285.3 328.2 350.6 455.7 550.0 621.2 642.0 664.7 683.2 697.3 703.7 743.6 781.0 819.7 851.5 886.5 919.1 882.4 841.3

〃類団平均 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6 218.6

〃全国平均 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9 265.9

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

0億円

25億円

50億円

75億円

100億円

125億円

150億円

175億円

200億円

225億円

３ ⽔道事業における資本的収支の推計③
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給⽔収益に対する企業債残高(企業債現在高合計)の割合で、企業債残高の規模を表す指標、将来的な財政負担の状況を示す。
世代間負担の公平性確保の観点から適正比率は本市実績及び類団平均を踏まえ、一般的な⽬安である３００%に設定。

●企業債残高対
給⽔収益比率

※類団(給水人口10 〜15 万人)平均・全国平均は
令和5年度決算値

（消費税抜）

給⽔収
益ﾋ゚ ｸー
25.3
億円今から20年後の⽔道使用者は、

令和7年(117.2)の７.８倍の企業債
(借金)を負担することとなり、
支払利息等が⽔道料金に転嫁。

令和 7年：０.４億円
令和27年：５.５億円
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●資金
残高※1

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

資金残高 16.7 14.2 14.4 14.9 12.9 8.0 1.6 -3.8 -10.6 -24.0 -40.7 -54.6 -71.4 -85.6 -104.0 -120.0 -144.9 -160.3 -177.5 -204.2 -231.6 -257.7

最少保持額 38.9 38.7 39.9 39.9 39.9 40.0 40.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 43.5 43.5 43.4 43.4 43.3 44.3 44.1 44.1 44.0 44.0

-260億円
-240億円
-220億円
-200億円
-180億円
-160億円
-140億円
-120億円
-100億円
-80億円
-60億円
-40億円
-20億円

0億円
20億円
40億円

事業運営(給⽔事業、建設改良工事、企業債償還等)の継続、災害その他の不測の危険に備えるため、内部資金としての留保・蓄積が
必要となる残高。最少保持額は、１事業年度の給⽔収益及び資産維持費(有固資産×3%)並びに災害時緊急修繕費※2 (８億円)の合算。

※1 収支差額等を原資に積立金、損益勘定留保資金等から構成 ※2 災害時緊急修繕費：東日本大震災の被災事業体で緊急的な施設修繕に要した修繕費の平均額

（単位：億円）
（消費税抜）

302億円
の不足

イメージとしては、
一般会計における
「財政調整基金」

「公共施設整備基金」
「防災減債基金」等

に当たる資金
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●ｷｬｯｼｭ
・ﾌﾛｰ

（単位：億円）
（消費税抜）

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

総収入 44.77 49.17 47.90 47.98 47.19 42.24 62.67 62.74 57.62 45.91 45.43 45.32 45.11 44.97 53.01 53.80 54.29 54.28 53.25 53.64 39.92 35.43

総支出 47.79 51.71 47.65 47.54 49.17 47.10 69.13 68.15 64.40 59.34 62.06 59.23 61.89 59.24 71.37 69.80 79.16 69.74 70.40 80.39 67.30 61.56

資金残高 17 14 14 15 13 8 2 (4) (11) (24) (41) (55) (71) (86) (104) (120) (145) (160) (177) (204) (232) (258)

収支差額 -3.0 -2.5 0.3 0.4 -2.0 -4.9 -6.5 -5.4 -6.8 -13.4 -16.6 -13.9 -16.8 -14.3 -18.4 -16.0 -24.9 -15.5 -17.2 -26.8 -27.4 -26.1

-28億円
-26億円
-24億円
-22億円
-20億円
-18億円
-16億円
-14億円
-12億円
-10億円
-8億円
-6億円
-4億円
-2億円
0億円
2億円
4億円
6億円

-280億円
-260億円
-240億円
-220億円
-200億円
-180億円
-160億円
-140億円
-120億円
-100億円
-80億円
-60億円
-40億円
-20億円

0億円
20億円
40億円
60億円

収益的収支(3条予算)及び資本的収支(4条予算)を合算することで、各年度における総収支をキャッシュ・フロー相当値として算出。
令和１４年以降、総収支の差額がマイナスとなり、かつ、資金残高(補填財源)を超過することから資金がショートすることとなる。

(税抜)
[収支差額]

[補填財源]
＝

前年度
資金残高

《算定式》
収支差額＝総収入(給⽔収益、企業債借入額等)−
総支出(収益的費用、建設改良費、元金償還金 等)



４ ⽔道事業における施設老朽化の推計①
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※管路延⻑については、昭和６０年度以前の記録が確認できないため、昭和６１年度の記録（222,905m）が最も古い記録。

●管路
延⻑

昭和50年 昭和54年 昭和58年 昭和62年 平成03年 平成07年 平成11年 平成15年 平成19年 平成23年 平成27年 令和01年 令和05年

給水人口 75,404人 77,606人 76,573人 79,148人 89,253人 98,434人 106,299人 113,035人 119,269人 126,097人 135,776人 140,645人 141,988人

給水⼾数 25,087⼾ 25,688⼾ 25,817⼾ 28,199⼾ 34,327⼾ 39,696⼾ 44,696⼾ 49,151⼾ 53,648⼾ 57,470⼾ 61,798⼾ 66,180⼾ 69,414⼾

管路延⻑ 226,479m 239,210m 255,385m 271,685m 291,086m 302,654m 316,104m 321,610m 323,710m 325,711m

0m

50,000m

100,000m

150,000m

200,000m

250,000m

300,000m

350,000m

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

給⽔人口、給⽔⼾数について、高度成⻑期後(昭和４８年)においても、ＪＲ埼京線の開通(昭和６０年)などを経て、現在まで基本的
に増加傾向が続いていることから、⽔道の管路延⻑についても、増加が続いており、令和６年度末時点で３２５.９６kmとなる。

東⻄7km

南北4km

昭和60年
埼京線開通

− − −
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●管路更新率

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

更新率 0.19 0.29 0.17 0.19 0.19 0.23 0.23 0.20 0.20 0.21 0.22 0.12 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

類団平均 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

全国平均 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

当該年度に更新した管路延⻑の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる。明確な数値基準はないが、
数値が２.５％の場合、すべての管路を更新するのに４０年(法定耐用年数)かかる更新ペースであることが把握できる。

《算定式》
当該年度に更新した管路延⻑

×100
管路総延⻑（令和６年度末時点：325.96km）

※50年(法定耐用年数＋安全幅10年)の場合：年2%更新 ※類団(給⽔人口10 〜15 万人)平均・全国平均は平成26年度から令和5年度決算値の各平均値

◆ さいたま市：0.99%
◆ 川口市 ：0.96%
◆ 蕨市 ：0.70%

0.29%で
約0.9km

R5：
0.37%
R6：
0.27%



４ ⽔道事業における施設老朽化の推計③
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●管路経年化率

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

経年化率 34.06 35.58 36.43 37.29 38.54 39.48 40.15 41.09 42.69 44.20 45.64 48.24 47.39 50.07 54.03 58.07 61.24 64.65 67.43 70.30 72.44 73.98

類団平均 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49

全国平均 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

法定耐用年数を超えた管路延⻑の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示す。一般的に、数値が高い場合は、法定耐用
年数(４０年)を経過した管路を多く保有しており、管路の更新等の必要性を推測することができる。
《算定式》

法定耐用年数を経過した管路延⻑
×100

管路総延⻑（令和６年度末時点：325.96km）

※類団(給⽔人口10 〜15 万人)平均・全国平均は令和5年度決算値

令和21年には
管路の半分が
老朽化する。

◆ 川口市 ：28.20%
◆ さいたま市：12.54%
◆ 蕨市 ： 1.25%
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R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

有収水量 14959 14750 14526 14524 14519 14514 14503 14494 14483 14476 14457 14443 14428 14401 14396 14376 14355 14307 14311 14289 14265 14206

13,000千㎥

13,200千㎥

13,400千㎥

13,600千㎥

13,800千㎥

14,000千㎥

14,200千㎥

14,400千㎥

14,600千㎥

14,800千㎥

15,000千㎥

※ 下⽔道使用料の徴収対象となった⽔量。県荒川⽔循環センターで計測される排⽔量との差となる徴収対象外の⽔量は、地下⽔等の不明⽔、漏⽔等によるもの。

●有収
⽔量※

〜〜〜〜〜

大口使用者移転
令和8年から
令和29年の

減少率：5.0%

⽔洗化人口の増加にも関わらず、節⽔機器の普及、世帯構成の変化等に伴う使用⽔量減少の影響から減少傾向となり、大口使用者
(食品[乳製品])が移転する令和9-10年にかけて大幅に減少。⽔道事業と比較して工業用⽔や地下⽔を使用する大口使用者の影響大。



R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

使用料収入 1,273 1,229 1,186 1,189 1,193 1,195 1,196 1,198 1,200 1,202 1,202 1,203 1,203 1,204 1,204 1,201 1,198 1,196 1,193 1,191 1,187 1,182

1,000百万円

1,050百万円

1,100百万円

1,150百万円

1,200百万円

1,250百万円

1,300百万円

５ 下⽔道事業における収益的収支の推計②
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●下⽔道
使用料収入

〜〜〜〜〜〜

（消費税抜）

2人世帯(9,840円＝@820円
×12ヶ月)の9,443世帯分相当

大口使用者(食品[乳製品])移転に伴う減少、⽔洗化人口増に伴う増加（⽔洗化⼾数増＝基本使用料増）を経て、工場等大口使用
者の減少から、令和22年を移転後ピークに減少。大口使用者の収入減額は令和5年度実績(9,292万3,620円)に基づき算定。

大口使用者移転 R8：R29
▲7.1%



５ 下⽔道事業における収益的収支の推計③
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人件費・委託料は中⻑期の経済財政に関する試算、県の流域下⽔道維持管理負担金は令和7年度改定率当初案(+21%)・算定
期間(5年)、減価償却費は資産台帳、支払利息は令和7年度金利に基づき数値を試算。その他は除却資産等による増減を試算。

●営業費用
営業外費用

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

その他 238 239 241 241 280 244 244 245 246 286 249 250 251 252 292 256 257 258 259 298 262 263

支払利息 217 234 250 267 281 302 322 354 397 440 445 449 453 460 466 470 471 472 472 470 468 465

減価償却費 1,316 1,278 1,292 1,277 1,286 1,284 1,276 1,282 1,301 1,318 1,369 1,379 1,383 1,403 1,439 1,427 1,418 1,419 1,429 1,438 1,441 1,434

流域負担金 577 583 574 574 721 721 720 720 719 875 873 873 872 870 1,037 1,036 1,034 1,031 1,031 1,209 1,207 1,202

委託料 341 342 343 345 346 356 358 359 360 362 373 374 375 377 378 390 391 393 394 396 408 409

人件費 79 80 81 82 82 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 94 95 96

合計 2,769 2,756 2,781 2,786 2,995 2,990 3,005 3,045 3,110 3,367 3,397 3,413 3,423 3,452 3,703 3,669 3,664 3,665 3,679 3,905 3,880 3,869

0百万円

500百万円

1,000百万円

1,500百万円

2,000百万円

2,500百万円

3,000百万円

3,500百万円

（消費税抜）

流域下⽔道維持管理負担金は
5年毎に約20%増額を想定

使用料
ﾋ゚ ｸー



R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

使用料収入 1,273 1,229 1,186 1,189 1,193 1,195 1,196 1,198 1,200 1,202 1,202 1,203 1,203 1,204 1,204 1,201 1,198 1,196 1,193 1,191 1,187 1,182

汚水処理費 1,345 1,355 1,359 1,367 1,522 1,528 1,524 1,527 1,530 1,687 1,690 1,696 1,701 1,711 1,888 1,895 1,906 1,917 1,930 2,117 2,127 2,131

経費回収率 94.68 90.71 87.30 87.01 78.40 78.21 78.46 78.45 78.45 71.27 71.11 70.95 70.75 70.32 63.74 63.38 62.84 62.40 61.82 56.26 55.81 55.47

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

0百万円

300百万円

600百万円

900百万円

1,200百万円

1,500百万円

1,800百万円

2,100百万円

５ 下⽔道事業における収益的収支の推計④

23令和７年１２月１６日 令和７年度 第２回 ⼾⽥市上下⽔道事業経営審議会資料

●経費
回収率

（消費税抜）

汚⽔処理原価に対する使用料単価の関係で100%を下回まわる場合、汚⽔処理に係る費用を使用料収入以外で賄う赤字経営となる。
県流域下⽔道維持管理負担金の上昇等に伴い令和８年度から100%を下回り、以後、同負担金の増や収益の減に伴い赤字が拡大。

負担金
改定(R7-)



５ 下⽔道事業における収益的収支の推計⑤
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●経常
損益

経常収益(下⽔道使用料、一般会計繰入金等)が経常費用(維持管理費、支払利息等)をどの程度賄えているかを表す指標。
経常損益(経常収益−経常費用)が⿊字であることが必要。流域下⽔道維持管理負担金の増加等により令和8年から赤字に転落。

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

経常収益 2,667 2,642 2,662 2,673 2,789 2,799 2,816 2,860 2,927 3,030 3,036 3,072 3,109 3,166 3,285 3,297 3,296 3,297 3,301 3,357 3,310 3,309

経常費用 2,769 2,756 2,781 2,786 2,995 2,990 3,005 3,045 3,110 3,367 3,397 3,413 3,423 3,452 3,703 3,669 3,664 3,665 3,679 3,905 3,880 3,869

経常損益 -102 -114 -120 -113 -207 -191 -189 -185 -183 -336 -361 -341 -314 -286 -418 -372 -368 -369 -378 -548 -570 -561

-1,000百万円

-500百万円

0百万円

500百万円

1,000百万円

1,500百万円

2,000百万円

2,500百万円

3,000百万円

3,500百万円

4,000百万円

（消費税抜）

収益的収支が
赤字決算



６ 下⽔道事業における資本的収支の推計①
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現行の下⽔道ストックマネジメント計画[R3〜7]の計画期間が令和7年度までとなることから、建設改良費の算出に当たっては、
同計画の策定に係る基礎資料に基づき数値を試算。流域下⽔道建設負担金等その他費用は、現行費用等に基づき試算。

●建設
改良費

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

その他 204 200 270 274 146 146 147 147 148 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 152 153 153

流域負担金 161 162 164 165 167 168 170 171 173 174 176 177 179 181 182 184 185 187 189 191 192 194

改築・更新 661 759 757 750 748 722 707 702 690 686 630 741 782 1,216 1,159 1,198 1,066 1,055 1,026 914 884 971

耐震化 121 117 103 71 146 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

浸水対策 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

雨水(新設) 213 536 503 726 463 1,376 1,363 2,376 3,363 3,343 363 143 163 143 163 143 163 143 163 143 163 143

汚水(新設) 80 180 120 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

合計 1,460 1,974 1,937 2,076 1,760 2,604 2,579 3,588 4,566 4,543 1,509 1,402 1,465 1,882 1,846 1,868 1,757 1,729 1,722 1,592 1,584 1,653

0百万円
500百万円

1,000百万円
1,500百万円
2,000百万円
2,500百万円
3,000百万円
3,500百万円
4,000百万円
4,500百万円

（消費税込）

【主な建設改良費】
雨⽔事業(新設) ：１６３億円
管渠改築・更新 ：１８８億円

合 計 ：３５１億円

[47,099]

※起債割合は過年度実績で算定

※ 経営戦略の策定に当たり、建設改良費の投資額に変更が生じたため、
25〜29頁の資料は、「経営戦略(案)」における数値と相違しています。



６ 下⽔道事業における資本的収支の推計②
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R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

元金償還金 4.5 4.8 5.3 5.7 6.6 7.0 7.2 7.4 7.7 7.9 8.0 8.4 8.9 9.5 10.2 10.7 10.9 11.0 11.2 11.5 11.4 11.6

支払利子 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

企業債借入額 7.4 9.9 9.7 10.5 8.9 13.1 13.0 18.1 23.0 22.9 7.7 7.2 7.5 9.6 9.4 9.5 9.0 8.8 8.8 8.2 8.1 8.5

企業債残高 144.9 150.0 154.4 159.2 161.6 167.7 173.6 184.2 199.5 214.4 214.1 212.8 211.4 211.4 210.6 209.4 207.5 205.3 202.9 199.6 196.3 193.2

0億円

20億円

40億円

60億円

80億円

100億円

120億円

140億円

160億円

180億円

200億円

220億円

0億円

2億円

4億円

6億円

8億円

10億円

12億円

14億円

16億円

18億円

20億円

22億円

建設改良事業に係る起債に伴い元金償還金及び支払利子ともに⻑期的に増加。令和17年までは雨⽔事業(新設)等に係る
企業債借入額が元金償還金を上回り、企業債残高は増加。企業債借入額の累計は、238億5千万円(⽔道：318億円)。

●企業債
償還

【建設改良積立金残高】
令和7年度末見込：４億円

（消費税抜）

本来は、
自己資金
(積立金)
補助金
企業債
を財源

[企業債残高]
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R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

企業債残高 144.9 150.0 154.4 159.2 161.6 167.7 173.6 184.2 199.5 214.4 214.1 212.8 211.4 211.4 210.6 209.4 207.5 205.3 202.9 199.6 196.3 193.2

残高収益比率 384.1 391.2 408.7 417.3 391.4 409.8 432.5 467.1 511.2 551.3 558.3 553.6 549.7 541.5 524.0 523.9 534.6 543.3 550.9 552.2 556.6 559.2

〃類団平均 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0 460.0

〃全国平均 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8 630.8

300%

350%

400%

450%

500%

550%

600%

650%

0億円

25億円

50億円

75億円

100億円

125億円

150億円

175億円

200億円

225億円

事業規模※1に対する企業債残高※2の割合で、企業債残高の規模を表す指標、将来的な財政負担の状況を示す。世代間負担の
公平性確保の観点から適正比率(⽔道：３００%)は、類団平均、雨⽔事業に係る一般会計負担分を踏まえ、６００%に設定。

●企業債残高対
事業規模比率

[注]類団(人口10 万人以上・人口密度100人/ha以上)平均・
全国平均は令和5年度決算値

（消費税抜）

※1 営業収益(下⽔道使用料、他会計負担金、負担金等)から受託工事収益及び雨⽔処理負担金を減額 ※2 企業債現在高合計から一般会計負担額(平均63.25%)を減額

令和12年
雨水事業
に係る

一般会計
負担分

113億円
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R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

資金残高 10.1 10.6 11.2 11.7 10.6 9.2 8.1 6.8 5.8 3.4 1.0 -3.0 -7.2 -11.6 -17.8 -24.1 -30.6 -37.3 -44.3 -53.4 -62.6 -71.9

最少保持額 21.2 20.8 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.9 20.9 21.0 21.0 21.0 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.6 21.6 21.6 21.5 21.5

-80億円

-70億円

-60億円

-50億円

-40億円

-30億円

-20億円

-10億円

0億円

10億円

20億円

（消費税抜）

事業運営(汚⽔処理、建設改良工事、企業債償還等)の継続、災害その他の不測の危険に備えるため、内部資金としての留保・蓄積が
必要となる残高。最少保持額は、１事業年度の使用料収入、災害時緊急修繕費※2 (８億円)、資産維持費(有固資産×3%)の合算で設定。

※1 収支差額等を原資に積立金、損益勘定留保資金等から構成 ※2 災害時緊急修繕費：東日本大震災の被災事業体で緊急的な施設修繕に要した修繕費の平均額

●資金
残高※1

93億円
の不足

イメージとしては、
一般会計における
「財政調整基金」

「公共施設整備基金」
「防災減債基金」等

に当たる資金
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（消費税抜）
●ｷｬｯｼｭ

・ﾌﾛｰ

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

総収入 36.93 40.77 44.80 46.57 44.70 53.34 53.71 63.33 73.99 75.17 44.93 42.42 46.03 50.52 51.36 51.83 50.59 53.99 52.66 51.39 51.05 52.02

総支出 34.56 40.27 40.42 42.47 42.31 51.15 51.29 61.93 72.35 74.84 44.36 43.69 44.83 49.49 52.04 52.39 51.32 51.06 51.06 52.29 51.69 52.41

資金残高 10.1 10.6 11.1 11.7 10.6 9.2 8.1 6.8 5.8 3.4 1.0 -3.0 -7.2 -11.6 -17.8 -24.1 -30.6 -37.3 -44.3 -53.4 -62.6 -71.9

収支差額 2.37 0.50 4.38 4.10 2.40 2.20 2.42 1.40 1.64 0.33 0.56 (1.27 1.20 1.03 (0.68 (0.56 (0.73 2.93 1.61 (0.90 (0.64 (0.38

-8億円
-7億円
-6億円
-5億円
-4億円
-3億円
-2億円
-1億円
0億円
1億円
2億円
3億円
4億円
5億円
6億円
7億円
8億円

-80億円
-70億円
-60億円
-50億円
-40億円
-30億円
-20億円
-10億円

0億円
10億円
20億円
30億円
40億円
50億円
60億円
70億円
80億円

収益的収支(3条予算)及び資本的収支(4条予算)を合算することで、各年度における総収支をキャッシュ・フロー相当値として算出。
令和１９年以降、総収支の差額がマイナスとなり、かつ、資金残高(補填財源)を超過することから資金がショートすることとなる。

(税抜)
[収支差額]

[補填財源]
＝

前年度
資金残高

《算定式》
収支差額＝総収入(給⽔収益、企業債借入額等)−
総支出(収益的費用、建設改良費、元金償還金 等)
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●管渠
延⻑

整備人口及び⽔洗化人口については、昭和44年、東部地区の下⽔道法事業に係る建設大臣認可を受けた後、⻄部地区、中央部等への
拡張追加や区画整理事業の進捗等に伴い増加し、下⽔道の管渠延⻑についても、増加し、令和６年度末時点で332.30kmとなる。

※雨水管路延⻑は、東部地区の合流式下水道整備後、分流式下水道区域である⻄部地区に昭和63年度整備開始。昭和63年度の記録は169.96m。

昭和50年 昭和54年 昭和58年 昭和62年 平成03年 平成07年 平成11年 平成15年 平成19年 平成23年 平成27年 令和01年 令和05年

整備人口(汚水) 19,960人 38,655人 59,861人 67,845人 78,600人 84,461人 90,764人 97,396人 102,718人 108,173人 120,677人 129,405人 135,860人

水洗化人口 14,609人 33,892人 46,609人 64,772人 76,902人 83,478人 89,855人 96,744人 102,096人 107,626人 119,493人 127,221人 133,957人

汚水管路延⻑ 66,607m 138,874m 215,108m 260,407m 263,398m 263,398m 263,398m 264,266m 267,647m 275,312m 287,111m 299,368m 311,687m

雨水管路延⻑ 4,946m 10,847m 14,657m 15,892m 17,020m 17,829m 18,783m 19,091m 19,897m

0m

50,000m

100,000m

150,000m

200,000m

250,000m

300,000m

0人

20,000人

40,000人

60,000人

80,000人

100,000人

120,000人

140,000人

合流区域

分流区域

− − − −
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●管渠改善率

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

改善率 0.00 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.47

類団平均 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

全国平均 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80% 《算定式》
当該年度に改善した管渠延⻑

×100
管渠総延⻑（令和６年度末時点：332.30km）

当該年度に更新した管渠延⻑の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できる。明確な数値基準はないが、数値
が２％の場合、すべての管渠を更新するのに５０年(法定(国交省基準)耐用年数)かかる更新ペースであることが把握できる。

※類団(処理区域内人口10 万人以上処理区域内人口密度100人/ha以上の事業体(川口、船橋、三鷹、座間、吹⽥、尼崎市等）)平均・全国平均は令和5年度決算値

設計1年・工事4年の
工程でローテーション

０.６２%で２.１km

設
計

設
計

設
計

設
計

◆ さいたま市：0.34%
◆ 川口市 ：0.26%
◆ 蕨市 ：0.10%

設
計

R5：
0.14%
R6：
0.07%
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●管渠老朽化率

R08
('26)

R09
('27)

R10
('28)

R11
('29)

R12
('30)

R13
('31)

R14
('32)

R15
('33)

R16
('34)

R17
('35)

R18
('36)

R19
('37)

R20
('38)

R21
('39)

R22
('40)

R23
('41)

R24
('42)

R25
('43)

R26
('44)

R27
('45)

R28
('46)

R29
('47)

老朽化率 20.22 24.87 30.04 34.10 39.37 44.19 49.47 54.35 59.33 62.91 66.28 69.38 71.01 71.14 71.38 71.90 71.86 71.83 71.94 71.80 72.12 72.02

類団平均 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81

全国平均 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00% 《算定式》
法定耐用年数を経過した管渠延⻑

×100
管渠総延⻑（令和６年度末時点：332.30km）

※類団(処理区域内人口10 万人以上処理区域内人口密度100人/ha以上の事業体(川口、船橋、三鷹、座間、吹⽥、尼崎市等）)平均・全国平均は令和5年度決算値

法定(国交省基準)耐用年数を超えた管渠延⻑の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示す。一般的には、数値が高い場
合には法定(国交省基準)耐用年数(５０年)を経過した管渠を多く保有し、管渠の改築等の必要性を推測することができる。

◆ 蕨市 ：24.99%
◆ 川口市 ：21.90%
◆ さいたま市：10.05%

令和15年には管路の
半分が老朽化する。



８ 上下⽔道事業経営における今後の課題①
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《地方公営企業における経費の負担の原則》 独立採算制(地方公営企業法第17条の2第2項)

《⽔道料金》 能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することが
できる公正妥当なものであること。(水道法第14条第2項第1号)

《下⽔道使用料》・下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
・能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。(下水道法第20条)

厚生労働省医薬・生活衛生局⽔道課
⻑発出通知「⽔道施設の更新に係る
状況を踏まえた計画的な更新及び適
正な⽔道料金の設定等の促進につい
て」(令和5年7月6日)

・⽔道料金の３年から5 年ごとの
見直し(⽔道法施行規則第12 条)

・資産維持費(標準3%)を含む適正な
⽔道料金設定について

・⽔道料金等に関する法令等の遵守
状況についての確認を強化

国土交通大臣から、
⽔道法39条第1項の
規定に基づく立ち入
り検査について、
不適事項(料金算定
の基礎に資産維持費
が未算入)に係る是
正の指示を受ける。
(令和7年4月17日)



８ 上下⽔道事業経営における今後の課題②
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《令和１０年度における上下⽔道料金の改定に当たって達成すべき項⽬》

● 上下⽔道料金の見直し、改定について
水道事業に係る収支の見通しの作成(水道法施行規則第17条の4)
「水道事業者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね３年から
５年ごとに見直すよう努めなければならない。」

※令和7年水道料金改定の料金算定期間：令和7〜9年の３年間

① 料金回収率等 ➡ 料金回収率(水道事業)、経費回収率(下水道事業)について、料金算定期間
を通して１００％以上を確保。 ⇒ 経常損益の⿊字化

② 資産維持費 ➡ 施設更新等の原資として内部留保すべき額である資産維持費について、
水道料金算定要領(日本水道協会)における標準値である対象資産(将来的
に維持すべき判断される償却資産)に対して３％(水道：６億円〜)を確保

③ 資金残高 ➡ 事業運営の継続、災害その他の不測の危険に備えるために留保・蓄積す
る資金残高について、最少保持額(単年度料金等収入、災害時緊急修繕費 、
資産維持費)以上を確保するとともに、更なる将来世代へ過度の負担を強
いることがないよう、適正な積立金(建設改良、減債)残高を確保。

次回の浄⽔場大規模改修
における同じ事態を回避

⇔ 過度の負担



８ 上下⽔道事業経営における今後の課題③
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令和7年度⽔道料金改定に係る改正⽔道事業給⽔条例の議決に当たり、
市議会から付帯決議を受ける。(令和6年9月25日)

１．（略）

２．財政計画 ・事業計画等に基づき、老朽化の状況等を
踏まえた⽔道施設の効率的な更新等を図ること。

３．令和１０年度以降の⽔道料金の改定に当たっては、
緩やかな改定率となるよう、財源の確保を図ること。

４．（略）

５．⽔道事業に係る所管が厚生労働省から国土交通省に
移管されたことを踏まえ、国庫補助制度等に係る情報
収集及びその活用に努めること。

【対象】⽔道事業の広域化、施設の耐震化・強靭化
【要件】料金回収率・資本単価の確保、資産維持費の計上、

管路耐震化率の達成など事業経営への取組姿勢？



８ 上下⽔道事業経営における今後の課題④
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《経費の負担の原則》 “独立採算制”
第１７条の２ （略）
２ 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計

において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。

《補助》
第１７条の３ 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、

一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。

《出資》
第１８条 地方公共団体は、第１７条の２第１項の規定によるもののほか、一般会計又は

他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
２ 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に

応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。

ただし、第１７条の２に定める負担区分に基づかない一般会計等からの繰入として以下の3つの手法を規定

《⻑期貸付け》
第１８条の２ 地方公共団体は、第１７条の２第１項の規定によるもののほか、一般会計

又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に⻑期の貸付けをすることができる。
２ 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による⻑期の貸付けを受けた場合には、適正

な利息を一般会計又は当該他の特別会計に支払わなければならない。

・特定収入＝消費税
の納付額が増加

・一般会計の片務

・多額の出資、連続
しての出資の是非

・補助と同様の性質
と推定⇒特定収入

・利率の一応の基準
は、一般の金利
⽔準や通常の企
業債の利率等

・利息＝料金負担


